
自分の命、家族の命を守るため、

不要不急の外出自粛を
お願いします

緊急事態宣言発令中

5つの場面

　１月７日に埼玉県を含む１都３県を対象に発令された緊急事態宣言は、
１月13日には11都府県に対象地域が拡大されました。感染の拡大に歯止
めをかけ、皆さんの命を守るために、ご理解とご協力をお願いします。

　新型コロナウイルスの感染者数が昨年末から急激に増加し、今なお予断を許さない状況で
す。先月には埼玉県を含む都府県に対し緊急事態宣言が発出され、本市では、これまで延べ
1,100人を超える感染者が確認されており、私も大変強い危機感を持っております。
　市のホームページ等で私からもお願いさせていただいておりますが、市民の皆様には、不
要不急の外出、県境をまたぐ移動の自粛、特に午後８時以降の不要不急の外出を自粛いただ
きますよう改めてお願いします。
　現在の感染経路としては家庭内や職場が多く、特に20代、30代の若い世代の感染が増加し
ています。昨年４月の緊急事態宣言時と比べ、コロナ禍への慣れや自粛疲れが広がっている
とされる中、市民の皆様には、大切なご家族などの命を守り、これ以上の感染拡大を抑え、
医療従事者等の負担を少しでも軽減させるためにも、今まで以上の感染拡大防止の取り組み
にご協力いただきますようお願い申し上げます。
　私たち一人ひとりができることを確実に実践し、この難局
を乗り越えていきましょう。

に注意しよう改めて新型コロナウイルスの
感染リスクが高まる

国内での死者数が5,300人を超えています（1月26日現在） 埼玉県における緊急事態措置
●不要不急の外出、県境をまたぐ移
動の自粛（医療機関への通院、食
料・医療品・生活必需品の買い出
し、必要な職場への出勤、通学、
屋外での運動や散歩など、生活や
健康の維持のために必要な場合を
除く）
●飲食店の営業時間の短縮要請
●テレワーク、時差出勤の徹底　等

　新型コロナウイルスワクチンの接種に向け、
迅速かつ円滑な接種体制を確保するため、保健
センター内に「新型コロナウイルスワクチン接
種対策室」を新設しました。皆さんが速やかに
ワクチンを接種できるよう準備を進めます。
　接種に関する情報は、市ホームページおよび
広報こしがやお知らせ版３月号でお知らせしま
す。
∫新型コロナウイルスワクチン接種対策室
☎972－5538

新型コロナウイルスワクチン接種
対策室を新設しました

飲酒を伴う懇親会等場面① 大人数や
長時間におよぶ飲食場面②

〔出典〕厚生労働省　新型コロナウイルス感染症対策分科会資料（抜粋）

マスクなしでの会話

①身体的距離の確保 ②マスクの着用 ③手洗いの徹底
感染防止の
3つの基本

場面③ 狭い空間での共同生活場面④
トイレなどの
共用部分での
感染に注意

居場所の切り替わり場面⑤
休憩室、喫煙所、
更衣室でも感染
対策を
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　新型コロナウイルスの感染拡大を防止す
るため、催し等の内容に変更が生じる場合
があります。催し等の中止について、詳し
くは８面をご覧ください。かぜのような症
状がある場合は催し等への参加をお控えく
ださい。参加時はマスクの着用および手洗
い・消毒をお願いします。
今号には「市議会だより令和３年（2021年）２月１
日号」を折り込んでいます


